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■投票できる方
　　平成13年7月22日以前に生まれた方で、平成31年4月3日以前から阿久比町の住民基本台帳
に登録され、引き続き3カ月以上住んでいる方が阿久比町で投票することができます。
　※　平成31年4月4日以後に阿久比町に転入した方は、前住所地の選挙人名簿に登録されている
場合、以前に住んでいた市町村で投票することとなります。

　　入場券が届きましたら、投票の際に持参してください。
■投票の区分　参議院議員通常選挙は、選挙区選挙と比例代表選挙についてそれぞれ投票します。

■投票の流れ

①　入場券裏面の宣誓書へ期日前で投票する理由、生年月日、氏名を記入します。
②　役場1階会議室101へ行き、受付係に入場券を提示します。
　※　入場券は町選挙管理委員会から送付しています。
　　入場券がない場合は、投票所内で必要事項を記入していただき、本人確認ができれば投
票できます。

③　名簿対照係が本人確認します。
④　投票用紙交付係に投票用紙をもらいます。
⑤　投票記載所で投票用紙に記入します。
⑥　投票箱に投かんします。

①　自分の住んでいる地区の投票所へ行き、受付係に入場券を提示します。
　※　入場券は町選挙管理委員会から送付しています。
　　入場券がなくても、本人確認ができれば投票できます。
②　名簿対照係が本人確認します。
③　投票用紙交付係に投票用紙をもらいます。
④　投票記載所で投票用紙に記入します。
⑤　投票箱に投かんします。

期日前投票の流れ

当日投票の流れ

〈 開　票 〉
■日 　時　7月21日（日）午後9時～
■場 　所　アグピアホール
　　　　　（中央公民館多目的ホール）

■問い合わせ先
　町選挙管理委員会
　（48）1111（内1308）

　用紙に候補者名を
書いて投票します。

　用紙に候補者名ま
たは政党名を書いて
投票します。

〈選挙区選挙〉 〈比例代表選挙〉
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